
　【歳 入】市町村交付金（社会保障財源化分）

　【歳 出】社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費
　　　　（うち一般財源額）

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

49,047,208 34,463,414 18,400 759,141 13,806,253 3,609,010

障 害 者 福 祉 事 業 12,363,645 8,865,182 3,600 109,773 3,385,090

高 齢 者 福 祉 事 業 832,383 3,883 14,800 188,812 624,888

児 童 福 祉 事 業 10,034,510 6,511,050 109,565 3,413,895

母 子 福 祉 事 業 5,334,688 3,812,889 5,628 1,516,171

生 活 保 護 事 業 20,481,982 15,270,410 345,363 4,866,209

3,823,380 2,659,181 1,164,199 304,326

国 民 健 康 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

1,691,482 1,268,610 422,872

介 護 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

753,024 356,416 396,608

後 期 高 齢 者 医 療 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

1,378,874 1,034,155 344,719

1,011,410 70,652 27,748 913,010 238,664

疾 病 予 防 対 策 事 業 796,097 52,341 2,219 741,537

健 康 増 進 事 業 215,313 18,311 25,529 171,473

53,881,998 37,193,247 18,400 786,889 15,883,462 4,152,000

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は，各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。
※　上記の事業費には事務費，事務職員人件費は含まれていません。

令和８(2026)年度函館市一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成26(2014)年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％に，また，令和元(2019)年10月１日から，消
費税率（国・地方）が８％から10％（軽減税率制度においては８％）へ引き上げられました。
　引き上げ分の地方消費税交付金については，その使途を明確化し，社会保障施策に要する経費に充てるものとさ
れています。
　令和８(2026)年度函館市一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりとなります。

4,152,000千円
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